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特定疾病のひとつとして指定されている「がん」は、ADL低下、病状の進行スピードが他の疾患と比べて著しく早く、「治癒
困難」な状況になった時点で早めに介護認定の申請をすることが重要（結果の予測が可能）。「家族に迷惑をかけ
る」と、大切な時間を望む場所で過ごすことができず、深刻な状況が続いています。

介護保険制度ががん患者に適応されること自体が、医療従事者、患者・家族サイドに知られておらず、支援が必要な状
態であっても申請しない、申請のタイミングが遅い患者が存在しているのも現状。遺族調査の結果（※１）からも、「介護
保険を利用していない」人のうち「申請したが利用できなかった」人の割合は「23％」にものぼっています。

急性期医療機関では、患者の在宅での生活の把握が困難なため主治医意見書の記載が困難。認定調査票が、がん
患者の介護ニーズ評価に適応したものではないことなどが原因。ケアマネージャーなど福祉側への啓発も必要です。

がん患者が介護保険制度に到達できていないのは十数年来の課題

地域間格差、個人格差を是正するため、病態（カルテ情報に基づく）によって
迅速に承認する仕組みを構築すること

 カルテ情報には、患者の病歴や治療歴などが記載されており、申請が入った時点で迅速、適切に評価することが可能。
 病態ごとの緊急度は異なるが、急速にADLが変化するがんでは、まず介護保険制度にたどり着くことが重要。結果の予測も可能な病
態であることを鑑み、申請時点で要介護１以上、また、例えば、余命１ヶ月と医師が診断した場合には要介護度５で評価するなど
の抜本的改革が必要。

 がんの病状変化に対する知識・経験差に関わらず、介護保険を支払っている納税者が、必要とするサービスに迅速にたどり着ける仕
組みが必要。また、介護認定されなければ、家族は介護と仕事の両立も困難な状況に陥ります。

※１：「がん患者の療養生活の最終段階における実態把握事業・調査の結果（2019-2020年調査）」国立がん研究センター／厚生労働省委託事業
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がんと介護保険制度認定をめぐる課題は20年近く続いています

平成17年に、がんは介護保険制度における
特定疾病のひとつになりました。

申請からサービス開始までの待機時間が長く、患者
が利用開始時に死亡➡迅速承認と装具の使用に
対する事務連絡が平成22、23年に出される。

遺族調査の結果から、申請をしない、利用しな
い患者が存在している現状を改善するため、平
成31年に「末期」の記載は削除。
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出典：「がん遺族の看取り・悲嘆に関する調査 ～がん遺族 人の声～」 法人 プロジェクト（平成 年調査実施）200 NPO HOPE 27

認定期間は通達後も変わらず、等級は軽度が増えている
・2005年ー10年に介護申請をした患者の認定までに要した日数は30日以内が92％、2010年以降は86％。
・等級は2005年-10年で要支援13％が、2010年以降で19％に悪化している。

Q12/Q13-1．介護認定（暫定扱い含む）を受けられた方にお聞きします。申請から認定にかかった日数を教えてください。（１つ選択）
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がん患者の介護保険・迅速承認と要介護５以上が必要な理由
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評価

病状進行

最終結果
（ギャップ）

区分変更申請
→申請を行っても間に合わず
に死亡
実情は要介護５に相当

■がん患者が訴える身体症状の変化

「がん患者の療養生活の最終段階における実態把握事業・調査の結果（2019-2020年調査）」
国立がん研究センター／厚生労働省委託事業
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介護保険の
利用状況

利用したことがあ
る 38.5 34.2 40.2 47.7 60.9 76.4

ない
54.1 58.1 53.0 44.3 32.5 17.9

欠損
7.4 7.7 6.9 8.1 6.6 5.7

介護保険を
利用したこと
がない理由

介護保険サービ
スをしらなかった 10.2 7.9 7.6 7.7 4.9 3.3

知っていたが、申
請しなかった 15.3 17.3 17.8 20.6 20.9 19.5

申請したが利用
できなかった 6.8 9.4 8.7 9.5 11.0 11.9

わからない
23.7 27.7 16.4 16.4 12.2 7.6

欠損
44.1 37.6 49.6 45.8 51.0 57.7

■遺族調査にみる利用状況データ



対象者は人口動態調査 死亡票情報
を用いて、以下の基準を満たす患者を
主に介護していた成人の遺族 2018 年
度調査 25,974 名（2017 年死亡）、
2019 年度調査 85,016 名（2018 年
死亡）とした。
調査票の返送数は、回答拒否も含めて
計 60,797 名（63.1%）、うち有効回
答数は 54,167 名（56.2%）

• がんと診断されてから亡くなるまでの期間は 1 年以内と回答した割合は 52.6% 。 
• 死亡前 1 カ月間で日常生活動作に何らの介助が必要だったと回答した割合は 

78.4%、患者が認知症を併存していたと回答した割合は 13.3% であった。 
• 死亡前 6 カ月間に在宅診療を利用していたと回答した割合は 37.3%、介護保
険サービスを利用していたと回答した割合は 54.6% 。

• がんで亡くなる６か月前に介護保険サービスを利用していなかった人のうち、「申請し
たが利用できなかった」人は23％。

• 上記のうち63％は、①【介護認定に必要な調査を受ける前に患者さまが亡くなられ
た】(49.8%)、②【介護認定の等級が低く、希望したサービスを利用できなかった】
(9.7%)、【介護認定結果がでる前に、暫定ケアプランを利用できることを知らなかっ
た】(3.7%)といった、規制改革要望（末期がん患者の認定調査スキップ）があ
れば避けられた事態。

• ※介護を要さない状態から６か月以内にがんで亡くなった方の14.5％
（0.23*0.63=0.1449）は、上記の規制改革により、がんの診断から亡くなる
までの間に介護保険サービスを活用できたはず。

遺族調査の結果からも、死亡前６か月で介護保険非受理事例が23％

「がん患者の療養生活の最終段階における実態把握事業・調査の結果（2019-2020年調査）」国立がん研究センター／厚生労働省委託事業
6



厚生労働省委託事業 がん患者の療養生活
の最終段階における実態把握事業「患者さま
が受けられた医療に関するご遺族の方への調
査 平成 30 年度調査結果報告書」
国立がん研究センター がん対策情報センター 
2020年10月

参考資料）遺族調査のデータから

「がん患者の療養生活の最終段階における実態把握事業・調査の結果（2019-2020年調査）」国立がん研究センター／厚生労働省委託事業
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